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      第１６回 伊勢原市農業委員会総会議事録 

 

 

１ 開催日時   

令和４年６月２７日（月）  午前１０時２０分から午前１１時２０分まで 

 

２  開催場所     

伊勢原市役所２階 ２Ｃ会議室 

 

３  委員在任定数    １０名 

 (1) 杉本 和彦     (6)  越水 一雄   

  (2)  大木 克美   (7)  三野 孝文 

  (3)  重田 千秋     (8)  麻生 伸一 

  (4)  田中 光男     (9)  市川 正美 

  (5)  古屋 幸男   (10)  鈴木 雅之 

 

４  出席委員数        

１０名（その他、農地利用最適化推進委員 １２名出席） 

 

５ 欠席委員         

なし 

 

６  署名委員       

大木 克美、重田 千秋 

７ 議 長       

 鈴木 雅之 

 

８ 事務局等職員出席者 

  ・伊藤 陽一（事務局長） 

・青木 優 

・服部 孝喜 

 ・岸  好夫 

 

９ 傍聴者 

  なし 
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10 審 議 内 容   (開会 午前１０時２０分) 

 

［事 務 局 長］ 只今より第１６回伊勢原市農業委員会総会を開会いたします。本会

議は、「伊勢原市審議会等の公開に関する要綱」の規定で公開するこ

とになっておりますが、本日、傍聴を希望されている方はございませ

ん。全員出席で、定足数に達していることを御報告いたします。 

 

［議    長］ それでは、只今から、第１６回伊勢原市農業委員会総会を開催いた

します。本日の議事録署名委員は、２番・大木克美委員と３番・重田

千秋委員の両名にお願いをいたします。それでは、議事に入ります。   

本日の審議事項は、報告５件、議案７件の計１２件となっておりま

す。まず、報告より入ります。 

 

［議    長］ 報告第１号、農地法第３条の３の規定による届出について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ この届出は、相続等によって農地の権利を取得したときに届出が必

要となります。議案書の１ページをご覧ください。内訳は、比々多地

区で２件、伊勢原地区で２件、大田地区で１件の届出を受理していま

す。いずれも第三者への斡旋の希望はありませんでした。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。相続により、所有権を取得した旨の

届出が５件あったということですが、何か御質問がございましたらお

願いいたします。 

 
【 質問なし 】 

［議    長］ 報告第２号、農地法第４条第１項第８号の規定による届出につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ 

 

 

 

 

 

 市街化区域内にある農地について、農地以外のものにするときは、

農地法第４条第１項第８号の規定に基づく届出を農業委員会に行うこ

ととされています。お手元資料のとおり伊勢原地区の３件、比々多地

区の１件、成瀬地区の２件について、専決により届出を受理しました

ので報告します。 

 報告第２号の１については、平成１６年頃に宅地に転用したもの、

報告第２号の２については、平成２４年頃に駐車場に転用したもの、
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［事  務  局］ 

 

報告第２号の３については、昭和５０年頃に宅地に転用したもの、報

告第２号の４については、昭和５５年頃に宅地に転用したもの、報告

第２号の５については、平成１５年頃に道路に転用したもの、報告第

２号の６については、平成元年頃から道路隅切りとして使用されてい

たものであり、それぞれ農地法上の支障はないと考えられることか

ら、追認することに支障はありません。 

  

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。市街化区域内の農地転用の届出が６

件あったということですが、何か御質問がございましたらお願いいた

します。 

 【 質問なし 】 

 

［議    長］ 報告第３号、農地法第５条第１項第７号の規定による届出につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ 

 

 

 

市街化区域内にある農地について、土地の権利移動を伴って農地以

外のものにするときは、農地法第５条第１項第７号の規定に基づく届

出を農業委員会に行うこととされています。お手元資料のとおり伊勢

原地区の１件、比々多地区の１件、成瀬地区の１件について、専決に

より届出を受理しましたので報告します。 

報告第３号の１、報告第３号の２及び報告第３号の３については、

宅地造成を行うものです。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。市街化区域内で権利移動を伴う農地

転用の届出が３件あったということですが、何か御質問がございまし

たらお願いいたします。 

 【 質問なし 】 

 

［議    長］ 報告第４号、引き続き農業経営を行っている旨の証明について、事

務局から説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ 

 

 

 

 

 

 この証明は、相続税納税猶予期間の３年ごとの証明です。大田地区

で３件、成瀬地区で１件の申請がありました。 

報告第４号の１、申請人は沼目２丁目にお住まいの方で、被相続人

のお子さんです。申請日は令和４年５月１２日、対象農地の明細は 

１１ページです。沼目２丁目の１筆、面積は６５２平方メートルで

す。５月１６日に事務局で現地調査を行い、ナス、キュウリ、ネギ等
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［事  務  局］ 

 

の栽培を確認しています。５月１７日付け専決処分で証明書を発行し

ました。 

 

次に報告第４号の２、申請人は高森にお住まいの方で、被相続人の

お子さんです。申請日は令和４年５月２７日、対象農地の明細は１２

ページです。高森字赤坂に５筆、合計面積は２,３２１平方メートルで

す。５月３１日に事務局で現地調査を行い、露地野菜、梅等の栽培を

確認しています。６月２日付け専決処分で証明書を発行しました。 

 

次に報告第４号の３、申請人は上平間にお住まいの方で、被相続人

のお子さんです。申請日は令和４年６月６日、対象農地の明細は１３

ページから１４ページです。上平間字上郷に２筆、同字稲荷山前に８

筆、同字善光に１筆、同字堤に１筆、同字七々町に８筆、合計２０

筆、面積は９,４２４.６１平方メートルです。６月１５日に事務局で

現地調査を行い、水稲、ネギ、薩摩芋、枝豆等の露地野菜の栽培を確

認しています。６月１５日付け専決処分で証明書を発行しました。 

 

次に報告第４号の４、申請人は小稲葉にお住まいの方で、被相続人

のお子さんです。申請日は令和４年６月６日、対象農地の明細は１５

ページから１６ページです。小稲葉字畠合５筆、同字鎗田５筆に２

筆、同字長橋に１筆、同字谷堺に１筆、合計１２筆、面積は８,８６３

平方メートルです。６月１５日に事務局で現地調査を行い、水稲の作

付けを確認しています。６月１５日付け専決処分で証明書を発行しま

した。 

  

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。引き続き農業経営を行っている旨の

証明願いが４件あったということですが、何か御質問がございました

らお願いいたします。 

 【 質問なし 】 

 

［議    長］ 議事を進めます。議案第１号、農業振興地域整備計画の変更につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ 

 

 

 

令和４年６月１０日付けで、伊勢原市長より農業振興地域の整備に

関する法律施行規則第３条の２の規定に基づき、伊勢原市農業振興地

域整備計画に定める農用地区域の一部除外について意見照会がありま

した。 
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［事  務  局］ 

 

議案第１号の１、図面番号は１番です。併せて公図、参考図をご覧

ください。農家分家住宅の建設計画に伴い、農振農用地区域から一部

を除外します。申出人は、市内東大竹のアパートにお住まいの方で、

土地所有者はその父親です。農用地区域から除外する部分は、能力開

発センターの南側、日向字南新田の１筆の一部で、面積は６８７平方

メートルのうち、３９８．４８平方メートルの敷地に木造２階建ての

延床面積１４４．９１平方メートルの分家住宅を建設する計画です。

この場所は農振農用地ですが、建設会社が法令に違反し、下水道のシ

ールド工法の資材が置かれていた場所ですが、令和４年４月に農地に

復元する是正工事が完了したため、その西側半分に住宅を建設しま

す。第 1種農地の分家住宅要件として集落接続がありますが、能力開

発センターも学生寮があり、生活の拠点となるため要件を満たしてい

ます。他に住宅に適した土地がないため、申請地をやむを得ず農用地

区域から一部除外するものです。農用地区域の一部除外について意見

をお願いいたします。なお、市農業振興課は、神奈川県の同意を得て

最終審査を行い、農用地の一部除外の手続きを行います。その後、申

請者は農地法に基づく転用許可申請を行うことになります。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。議案第１号の１につきまして、地区

担当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

[地区担当委員］ 

     

６月２４日に地区委員全員で現地を確認しました。事務局の説明の

とおり、能力開発センターの前の農地ですが、青地を除外するという

のはどういうことか委員の間でも疑問でしたが、他の農地に影響がな

ければ問題はないと思われます。住宅の建築については、周囲には住

宅が建ち並んでいますので、除外しても差し支えないのではないかと

いうのが地区委員の意見です。 

 

［議     長］ 事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入

ります。議案第１号の１について、何かご質問ご意見がございました

らお願いいたします。 

 【 質疑なし 】 

 

［議     長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第１

号の１について、「原案のとおり認める」ことに賛成の委員の挙手を

求めます。 

 【 挙手全員 】 
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［議      長］ 挙手全員。よって、議案第１号の１については、「原案のとおり認

める」ことといたします。 

［議      長］ 議案第２号、相続税の納税猶予に関する適格者証明について、事務

局から説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ 

 

 

相続税の納税猶予とは、農業を営んでいた被相続人が、農業の用に

供している農地を、農業を引き継ぐ相続人が相続した場合、相続税の

納税が猶予される制度です。猶予された税額は、相続を受けた方が死

亡した場合に納税が免除されます。今回、大田地区で１件、伊勢原地

区で１件の申請がありました。   

議案第２号の１、申請人は市内上平間にお住まいの方で、被相続人

のお子さんです。対象農地の明細は１９ページから２１ページです。 

申請地は、下谷字廣町に１筆、上平間字上郷に３筆、同字俵本前に

４筆、同字上郷前に１筆、同字浮蓋に３筆、同字入分に１筆、同字堤

前に４筆、同字四反田に３筆、同字堤に４筆、合計２４筆、合計面積

１１，２５０.２４平方メートルを特例農地として申請しています。 

６月１７日に地区委員と事務局、相続人の方とで現地調査を行い、

畑にはネギ、ナス、キュウリなどの露地野菜、水稲の作付けがされて

おり適正に管理されておりました。 

 

次に、議案第２号の２、申請人は市内岡崎にお住まいの方で、被相

続人の妻です。対象農地の明細は２２ページです。申請地は、岡崎字

天神下の１筆、面積２,４０５平方メートルを特例農地として申請して

おり、生産緑地の指定も受けています。６月１６日に、地区委員と事

務局、相続人の方とで現地調査を行い、畑にはネギ、南瓜、ナスなど

の露地野菜の作付けがされており、適正に管理されていました。 

 

［議      長］ 事務局の説明が終わりました。議案第２号の１につきまして、地区

担当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

[地区担当委員］ 

    

６月１７日に事務局と現地を確認し、特に問題はないと思われます

が、この方は利用権設定して貸し借りをしているようですので、その 

手続きはしっかり行っていただきたいと思っています。 

 

［議      長］ 次に、議案第２号の２につきまして、地区担当委員から補足説明が

ございましたらお願いいたします。 
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[地区担当委員］ 

 

６月１６日に事務局と現地を確認しました。事務局の説明のとおり

特に問題はなく、適正であると思われます。 

 

［議      長］ 事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入

ります。議案第２号の１について、何かご質問ご意見がございました

らお願いいたします。 

 【 質疑なし 】  

 

［議      長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第２

号の１について、「原案のとおり認める」ことに賛成の委員の挙手を

求めます。 

 【 挙手全員 】 

 

［議      長］ 挙手全員。よって、議案第２号の１については、「原案のとおり認

める」ことといたします。 

 

［議      長］ 議案第２号の２について、何かご質問ご意見がございましたらお願

いいたします。 

 【 質疑なし 】 

 

［議     長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第２

号の２について、「原案のとおり認める」ことに賛成の委員の挙手を

求めます。 

 【 挙手全員 】 

 

［議     長］ 挙手全員。よって、議案第２号の２については、「原案のとおり認

める」ことといたします。 

 

［議     長］ 議案第３号、生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について、

事務局から説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ 

 

生産緑地の所有者は、生産緑地法第１０条で、告示の日から３０年

を経過したとき、又は主たる事業者が死亡し、若しくは農林漁業に従

事することを不可能にさせる故障に至ったときは、市長に対し書面で

当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができるとされ

ており、その場合には、この証明書の添付が必要となります。 
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 議案第３号の１、生産緑地の場所は、図面番号２番になります。出

願者は沼目４丁目の方で、農業の主たる従事者の孫にあたります。申

し出の理由は、主たる従事者が令和元年１２月２２日に死亡した事に

よるものです。対象の生産緑地は、沼目２丁目の畑１筆で、面積は、

７９６平方メートルです。６月１７日に地区委員と事務局で現地調査

を行いました。対象農地には、普通野菜が栽培されていることを確認

しております。 

 

［議     長］ 事務局の説明が終わりました。議案第３号の１につきまして、地区

担当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

[地区担当委員］ 

    

６月１７日には事務局と、６月２２日には地区委員全員で現地を確

認しました。事務局の説明のとおり、特に問題はないと思われます。 

 

［議     長］ 

 

事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入

ります。議案第３号の１について、何かご質問ご意見がございました

らお願いいたします。 

 

［Ａ 委 員］ 

 

主たる従事者が令和元年に亡くなっていますが。ここで申請がされ

た理由をお聞きかせください。 

 

［事  務  局］ 

 

 

令和元年１２月に相続が開始されましたが、相続の協議が整わず、

ようやく孫にあたる方が相続することが決定しましたので、死亡によ

る買取り申し出の手続きに移行することになったものです。 

 

［議     長］ 

 

その他にございますか。無いようですので、質疑を打ち切り、採決

をいたします。議案第３号の１について、「原案のとおり認める」こ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

 【 挙手全員 】 

 

［議     長］ 

 

挙手全員。よって、議案第３号の２については、「原案のとおり認

める」ことといたします。 

 

［議    長］ 議案第４号、農地法第３条の規定による許可申請について、事務局

から説明をお願いします。 

 

［事 務 局］ 農地の権利設定又は所有権移転をしようとする場合は、農業委員会
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［事 務 局］ 

 

の許可が必要です。今回、大山地区で１件、伊勢原地区で１件の申請

がありました。 

議案第４号の１、図面番号は３番です。併せて公図をご覧くださ

い。申請地は子易字南澤の１筆、面積は２９平方メートルの畑です。

今回、規模拡大のため有償にて所有権を移転します。譲渡人は、岡崎

にお住いの方で、譲受人は子易の方です。譲受人世帯の経営農地面積

は１０,６９３平方メートルで、下限面積の特段の面積の２０アールを

超えているので農地取得に支障はありません。取得する農地にはみか

んを作付けする予定です。６月１３日に事務局と地区委員合同で現地

調査を行い、譲受人が経営している農地については、みかん、柿等が

作付けされており、適正に管理されていました。農機具の保有も確認

しています。申請書類の審査では、許可できない場合を列挙した農地

法第３条第２項各号該当事項はありませんでした。 

 

次に、議案第４号の２、図面番号は４番です。併せて公図をご覧く

ださい。申請地は、田中字アツマの２筆、面積は１,３１０平方メート

ルの畑です。今回、規模拡大のため有償にて所有権を移転します。譲

渡人は、田中にお住いの方で、譲受人は伊勢原４丁目の方です。譲受

人世帯の経営農地面積は８,６１９平方メートルで、下限面積の特段の

面積の３０アールを超えており、農地取得に支障はありません。取得

する農地には柿を作付けする予定です。６月１５日に事務局と地区委

員合同で現地調査を行い、譲受人が経営している農地については、

梨、柿等が作付けされており、適正に管理されていました。農機具の

保有も確認しています。申請書類の審査では、許可できない場合を列

挙した農地法第３条第２項各号該当事項はありませんでした。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。議案第４号の１につきまして、地区

担当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

[地区担当委員］ 

 

 ６月１３日に事務局、譲受人と耕作農地を確認しました。果樹が栽

培され、適正に管理されていました。また、６月２４日に地区委員全

員で現地の確認を行っております。下限面積を超えており、新たに農

地を取得することに問題はないかと思います。 

 

［議    長］ 次に、議案第４号の２につきまして、地区担当委員から補足説明が

ございましたらお願いいたします。 
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[地区担当委員］ 

 

６月１６日に事務局と現地を確認しました。事務局の説明のとおり

で、特に問題はないと思われます。 

 

［議    長］ 事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入

ります。議案第４号の１について、何かご質問ご意見がございました

らお願いいたします。 

  【 質疑なし 】 

 

［議     長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第４

号の１について、「原案のとおり許可とする」ことに賛成の委員の挙

手を求めます。 

 【 挙手全員 】 

 

［議    長］ 挙手全員。よって、議案第４号の１については、「原案のとおり許

可とする」ことといたします。 

 

［議    長］ 議案第４号の２について、何かご質問ご意見がございましたらお願

いいたします。 

 【 質疑なし 】 

 

［議    長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第４

号の２について、「原案のとおり許可とする」ことに賛成の委員の挙

手を求めます。 

 【 挙手全員 】 

 

［議    長］ 挙手全員。よって、議案第４号の２については、「原案のとおり許

可とする」ことといたします。 

 

［議    長］ 議案第５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意

見について、事務局から説明をお願いします。 

 

［事 務 局］ 

 

 

 

 

 

農地に権利設定又は移転をして農地以外の物にする場合について農

業委員会の意見を求めます。今回、２件の申請がありました。 

議案第５号の１、図面番号は５番です。併せて公図、土地利用計画

図をご覧ください。申請地は、上粕屋字咳止橋の１筆の一部、面積は

６３平方メートルのうち５３．０７平方メートルで、北側は畑、西側

と南側は４月に分家住宅の申請をした土地で、東側は県道に接してい
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［事 務 局］ 

 

ます。譲渡人は市内上粕屋の方で、譲受人は高森１丁目の方です。譲

受人は、４月に分家住宅の転用申請を行いましたが、入口部分が先祖

代々の土地ではなく、平成９年に交換で取得した土地であるため、分

家住宅の敷地とすることができず、２メートル幅の通路のみとしまし

た。今回は、残り部分を駐車場として転用申請するものです。 

道路と宅盤は２メートルの高低差があり、宅地内にスロープを付ける

ことができないため、車２台分の駐車場と階段を設けます。申請地の

立地基準は、宅地や雑種地により分断され、農地の広がりは１０ヘク

タール未満であることから「その他２種農地」と判断されます。計画

としては、周辺農地に影響は少なく、資金計画も適切であると判断さ

れます。なお、伊勢原市地域まちづくり推進条例は該当しません、６

月１７日に県担当者の現地調査を受け、手続き終了後は、県知事に副

申します。次に、議案第５号の２、図面番号は６番です。併せて公

図、土地利用計画図をご覧ください。申請地は、上粕屋字神成松の６

筆、農地面積は３，７０８平方メートル、令和３年８月の農業委員会

総会で承認をいただき、令和３年１１月１２日付けで一時転用許可を

受けた場所で、令和４年６月２４日で一時転用の期限を迎えますが、

計画高に達した段階で地盤沈下観測をしたところ３ヵ月で１．８から

８．４センチメートルの沈下を観測し、このままでは表面排水等の構

造物を設置できないことが判明しました。急遽、工法を変更してプレ

ロード工法により盛土圧をかけて圧密沈下を促進させ、令和６年３月

３１日まで工期を延長する工事変更を相談したところ再許可申請とな

りました。譲渡人は４名の方で、市内上粕屋の方が３名、厚木にお住

まいの方が１名となっています。譲受人は新東名を工事している会社

です。耕土層の１メートルは、申請農地の表土を一時撤去して仮置場

に保管したままになっていますので最後に表土として戻します。プレ

ロードの土は、新東名高速道路の敷地内の置場から一般道路を使用せ

ず、直接申請地に搬入します。申請地の立地基準は、宅地や雑種地に

より分断され、農地の広がりは１０ヘクタール未満であることから

「その他２種農地」と判断されます。一般基準及び個別基準について

ですが、敷地境は２９度の法面勾配とし、３０センチメートルの離れ

をとり、法面上にＵ字溝、地中に暗渠配水管を設けて隣地に流出しな

いよう被害防除します。農地へ復元後は、里芋・ジャガイモ・カボチ

ャを栽培します。他法令の手続きは特にありませんが、事前に道路管

理者・水路管理者・大学・横浜財務事務所とは協議済みです。一時転

用による周辺農地への影響もなく、被害防除措置も計画されており、

資金計画も適切と判断されます。なお、６月２２日に県担当者の現地
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調査を受け、対象地が３，０００平方メートル以上のため、７月２０

日の常設審議委員会に出向き諮問を行い、問題がなければ県知事に副

申します。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。議案第５号の１につきまして、地区

担当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

[地区担当委員］ 

 

 ６月１７日に測量会社、ハウスメーカーから説明を受け、６月２４

日には、地区委員全員で現地を確認しました。図面のとおり道路側の

擁壁を造るということで、隣地に影響がないことが確認できましたの

で問題ないと思われます。 

 

［議    長］ 次に、議案第５号の２につきまして、地区担当委員から補足説明が

ございましたらお願いいたします。 

 

[地区担当委員］ 

 

この件は、地区委員全員で協議した結果 工期の延長であれば問題

はないとの結論に至りました。 

 

［議    長］ 事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入

ります。議案第５号の１について、何か御質問、御意見がございまし

たらお願いいたします。 

  【 質疑なし 】 

 

［議    長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第５

号の１について、「原案のとおり許可相当とする」ことに賛成の委員

の挙手を求めます。 

 【 挙手全員 】 

 

［議    長］ 挙手全員。よって、議案第５号の１については、「原案のとおり許

可相当とする」ことといたします。 

 

［議    長］ 議案第５号の２について、何かご質問ご意見がございましたらお願

いいたします。 

 【 質疑なし 】 
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［議    長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第５

号の２について、「原案のとおり許可相当とする」ことに賛成の委員

の挙手を求めます。 

 【 挙手全員 】 

 

［議    長］ 挙手全員。よって、議案第５号の２については、「原案のとおり許

可相当とする」ことといたします。 

 

［議    長］ 議案第６号、非農地証明交付申請の承認について、事務局から説明

をお願いします。 

 

［事 務 局］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６号の１、図面番号は７番、併せて公図、資料をご覧くださ

い。申請地は、子易字スワウラの１筆、面積は２１３平方メートルで

す。経過につきましては、祖父が昭和の初め頃に自宅を建設し、その

東側の畑に物置を建築して一体の宅地として現在まで使用していま

す。経過を証明する資料としては、平成１９年の航空写真、平成元年

度の固定資産税名寄帳を提出しています。申請地の周囲は、住宅に囲

まれた敷地で、特に周辺農地に支障なく、申請地は農地に復元するこ

とが著しく困難で他法令の違反もありません。農地法違反で追求すべ

き要素もないため、今回非農地証明の手続きとなりました。申請地の

立地基準は、宅地や河川により分断され、農地の広がりは１０ヘクタ

ール未満であることから「その他２種農地」と判断されます。 

 

 続きまして 議案第６号の２、図面番号は８番、併せて公図、資料

をご覧ください。申請地は、神戸字川久保の１筆、面積は２７平方メ

ートルです。経過につきましては、昭和４４年に借地人が住宅を建設

しましたが、土地が不整形であったため、同じ年に交換で農地を取得

しました。今回、土地を整理するため調査をしたところ、住宅の一部

と車庫が交換した農地の上にあることが分かり、知り合いに相談した

こところ非農地証明の申請に至ったとのことです。経過を証明する資

料としては、平成１９年の航空写真、昭和 45年の法務局の建物図面、

平成元年度の固定資産税名寄帳を提出しています。申請地の東側は農

地で他は住宅に囲まれた敷地で、特に周辺農地に支障なく、申請地は

農地に復元することが著しく困難で他法令の違反もありません。農地

法違反で追求すべき要素もないため、今回、非農地証明の手続きとな

りました。申請地の立地基準は、宅地や河川により分断され、農地の
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広がりは１０ヘクタール未満であることから「その他２種農地」と判

断されます。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。議案第６号の１につきまして、地担

当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

[地区担当委員］ 

 

６月２４日に地区委員全員で現地を確認しました。事務局の説明の

とおり、現地には、かなり古い土壁の物置が建っていることを確認し

ました。現状はかなり雑木が生い茂っており、農地に戻すには非常に

難しいと思われます。周囲は道路と宅地に囲まれておりまして、周辺

農地に影響を及ぼすことも考えられませんので。特に問題はないと思

います。 

 

［議    長］ 議案第６号の２につきまして、地区担当委員から補足説明がござい

ましたらお願いいたします。 

 

[地区担当委員］ 

 

６月２３日に地区委員全員で現地を確認しました。事務局の説明の

とおりですが、この件は、農地法施行前のことでありました、農地の

交換分合、未線引き畦畔の払い下げが絡んでおります。当時、登記さ

れず放置されていたのが現状です。現地におきましては特に支障はな

く、非農地の証明をしてもよろしいかと思います。 

 

［議    長］ 事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入

ります。議案第６号の１について、何かご質問ご意見がございました

らお願いいたします。 

 【 質疑なし 】 

 

［議    長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第６

号の１について、「原案のとおり認める」ことに賛成の委員の挙手を

求めます。 

 【 挙手全員 】 

 

［議    長］ 挙手全員／挙手多数。よって、議案第６号の１については、「原案

のとおり認める」ことといたします。 

 

［議    長］ 議案第６号の２について、何かご質問ご意見がございましたらお願

いいたします。 
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 【 質疑なし 】 

 

［議    長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第６

号の２について、「原案のとおり認める」ことに賛成の委員の挙手を

求めます。 

 【 挙手全員 】 

［議    長］ 挙手全員。よって、議案第６号の２については、「原案のとおり認

める」ことといたします。 

 

［議    長］ 次の議案第７号につきましては、農業委員会等に関する法律第３１

条に規定する「議事参与の制限」に該当しますので、事務局は、市川

委員を退室させてください。 

 【 市川委員退室 】 

 

［議    長］ 議事を進めます。議案第７号、農業経営基盤強化促進法に基づく農

用地利用集積計画の承認について、事務局から説明をお願いします。 

 

［事 務 局］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、同意市町村

である伊勢原市が農用地利用集積計画を定める場合、「農業委員会の

決定」が必要です。お手元資料にあります７件の申出について、順に

説明申し上げますので、御審議をお願いします。なお、これらについ

て決定いただける場合は、７月１日が利用権の始期となるよう、以後

の手続きを進めていくこととなります。 

 

 まず、議案第７号の１、比々多地区、三ノ宮字丸山の１筆、  

１，１３３平方メートルの賃貸借について、受け手は、３０アール以

上の耕作を行っている人・農地プランに位置づけられた中心経営体で

あり、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に

も合致します。 

 

 次に、議案第７号の２、比々多地区、善波字堂ヶ沢の１筆、５９５

平方メートルの使用貸借について、受け手は、３０アール以上の耕作

を行っている人・農地プランに位置づけられた中心経営体であり、市

が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想にも合致し

ます。 

 

 次に、議案第７号の３、成瀬地区、下糟屋字前田の６筆、 
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［事 務 局］ 計２，１４１平方メートルの使用貸借について、受け手は、３０アー

ル以上の耕作を行っている農業者であり、市が定めた農業経営基盤の

強化の促進に関する基本的な構想にも合致します。 

 

 次に、議案第７号の４、成瀬地区、高森の２筆、計９３０平方メー

トルの使用貸借について、本件は、農地中間管理事業により神奈川県

知事が指定した農地中間管理機構である公益社団法人神奈川県農業公

社が受け手となるものです。 

 

 次に、議案第７号の５、大田地区、上平間字浮蓋の２筆、上平間字

入分の１筆、上平間字四反田の３筆及び上平間字堤の４筆、 

計５，５３２平方メートルの使用貸借について、受け手は、本市の認

定農業者であり、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想にも合致します。 

 

 次に、議案第７号の６、大田地区、下谷字廣町の１筆、９２１平方

メートルの使用貸借について、受け手は、本市の認定農業者及び人・

農地プランに位置づけられた中心経営体であり、市が定めた農業経営

基盤の強化の促進に関する基本的な構想にも合致します。 

 

 次に、議案第７号の７、大田地区、沼目字澤尻の３筆、計５５３平

方メートルの賃貸借について、受け手は、本市の認定農業者及び人・

農地プランに位置づけられた中心経営体であり、市が定めた農業経営

基盤の強化の促進に関する基本的な構想にも合致します。以上、御審

議をお願いします。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。議案第７号について、何か御質問、

御意見がございましたらお願いいたします。 

 【 質疑なし 】 

 

［議    長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第７

号について、「原案のとおり認める」ことに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 【 挙手全員 】 

 

［議    長］ 挙手全員。よって、議案第７号については、「原案のとおり認め

る」ことといたします。事務局は、市川委員を入室させてください。 
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 【 市川委員入室 】 

 

［議    長］ 以上をもちまして、第１６回伊勢原市農業委員会総会を閉会といた

します。                【１１時２０分 終了 】 

 

                

                               

議  長                            

 

 

 

                                          署名委員                             

 

 

 

                                          署名委員               


